
選考項目 配点 選考項目 配点

（１） ６万円（13万円）未満 80 （１） 50

（２）
６万円（13万円）以上
７万円（13.5万円）未満

75

（３）
７万円（13.5万円）以上
８万円（14万円）未満

70

（２） 40

（４）
８万円（14万円）以上
９万円（14.5万円）未満

65

（５）
９万円（14.5万円）以上
10万円（15万円）未満

60

（６）
10万円（15万円）以上
11万円（16万円）未満

55
（３） 30

（７）
11万円（16万円）以上
12.5万円（17万円）未満

50

（８）
12.5万円（17万円）以上
14万円（18万円）未満

40
（４） 家族帯同 5

（９）
14万円（18万円）以上
15.5万円（19.5万円）未満

30 （５）
独身者 0

（１０）
15.5万円（19.5万円）以上
17.5万円（21万円）未満

20

（１１）
17.5万円（21万円）以上
19.5万円（22.5万円）未満

10

入居予定者
の人数

（１２）
19.5万円（22.5万円）以上
21.5万円（24万円）未満

5

（１３）
21.5万円（24万円）以上
23.5万円（25.5万円）未満

3

（１５） 23.5万円（25.5万円）以上 0

（１） 県外からの異動 60

（２） 地区外からの異動 50

（３） 石垣市内からの異動 0

教職員住宅入居予定者選考基準表（八重山地区）

配点区分 配点区分

1 3 配偶者を中心とする家族は、前
任地において５万円以上の家賃
を負担し、賃借家屋で生活す
る。

所得の状況

（家族１人当たり/月賦）

人事異動後の

家族生活形態 配偶者を中心とする家族は、前
任地において５万円未満の家賃
を負担し、賃借家屋で生活す
る。

人事異動

の状況

新規採用職員 10

配偶者を中心とする家族は、前
任地において家族所有の家屋で
生活する。

2

4
４人以上 50

（注）
（）なしの金額
については、家
族一人当たりの
月額の所得状
況、（）書きの
金額について
は、独身者の月
額の所得状況を
意味する。

5


